
編

集

後

記

◇

『奈
良
史
学
」
第
十
七
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
本
号
も
、
力
作
が

揃
い
ま
し
た
。
非
常
勤
講
師
の
林
田
敏
子
氏

(西
洋
史
特
殊
講
義

担
当
)
は
、
今
年
三
月
に
奈
良
女
子
大
学
よ
り
博
士
号
を
取
得
な

さ

っ
た
気
鋭
の
社
会
史
研
究
者
で
す
。
ま
た
、
同
じ
く
三
月
に
本

学
を
卒

業
な
さ

っ
た
武
田
明
子
氏
の
こ
論
考
は
、
同
氏

の
卒
業
論

文
に
基

づ
く
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
専
任
教
員
か
ら
は
、
鎌
田
道

隆
氏
と
森
田
憲
司
氏
が
玉
稿
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ゆ

っ

く
り
と
、
ご
味
読
く
だ
さ
い
。

◇
か

つ
て

「
象
牙
の
塔
」
と
評
さ
れ
た
大
学
に
も
、
今
や

「
開
放
」

の
季
節

が
到
来
し
て
い
ま
す
。
奈
良
大
学
で
も
、
今
年
度
か
ら
放

送
大
学

と
の
間
で
、
そ
し
て
来
年
度
か
ら
は
帝
塚
山
大
学
と
の
間

で
、
単
位
互
換
が
始
ま
り
ま
す
。
さ
ら
に
文
学
部

で
は
、
従
来

の

学
科
の
枠
を
越
え
る
よ
う
な

「世
界
遺
産
」

コ
ー
ス
が
開
設
さ
れ

よ
う
と

し
て
い
ま
す
。
史
学
科
で
は
、
今
年
度
、
編
入
生
や
転
科

生
を
迎

え
ま
し
た
。
彼
ら
と
と
も
に
、
新
風
が
吹
い
て
き
た
よ
う

に
感
じ
ま
す
。

◇
今
日
は
、
公
募
制
推
薦
入
試
の
当
日
で
す
。
史
学
科
で
は
、
オ
ー

ソ
ド

ッ
ク
ス
な
小
論
文
審
査
に
よ
る
選
抜
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

賛
否
両
論
が
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
試
験

の
多
様
化
と
と
も
に
、
多

様
な
学
生
が
入
学
し
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
多
様
な

学
生
の
多
様
な
二
ー
ズ
に
ど
う
応
え
て
い
く
べ
き
か
、
私
た
ち
教

員
の
力
量
が
問
わ
れ
て
い
る
、
と
思
い
ま
す
。

(
A
)

奈

良

史

学

第
+
七
号

一
九
九
九
年
十
二
月
二
十
二
日
印
刷

一
九
九
九
年
十
二
月
二
十
五
日
発
行

奈
良
市
山
陵
町

.
五
〇
〇

(〒
六
三
丁
会
C
二)

奈
良
大
学
文
学
部
内

発

行

者

奈

良

大

学

史

学

会

会

長

菅

野

正

電
話

(C茜
二)
四

四

1

.
二

五

、
(
代

)

振
替

○
〇
九
九
〇

1
二
i
三

一
五
九
四
九

奈
良
市
南
京
終
町
三
-
四
六
四

(
〒
六
三〇人
茜
一
)

印

刷

所

明

新

印

刷

株

式

会

社
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奈

良

大

学

史

学

会

会

則

第

一
条

(名
称
)

本
会
は
、
奈
良
大
学
史
学
会
と
称
す
る
。

第
二
条

(目
的
)

本
会
は
、
歴
史
学

の
研
究

・
教
育
の
発
展
を

図
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
三
条

(事
業
)

本
会
は
、
前
条

の
目
的
を
達
成
す
る
た
あ
、

つ
ぎ

の
事
業
を
行
な
う
。

O

機
関
紙

『奈
良
史
学
』

の
刊
行

口

研
究
会
お
よ
び
講
演
会

の
開
催

口

そ
の
他
本
会
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
諸
事
業

第
四
条

(事
務
局
)

本
会
の
事
務
局
は
、
奈
良
大
学
文
学
部
史

学
科

研
究
室
に
お
く
。

第
五
条

(会
員
)

本
会
の
会
員
は
、
奈
良
大
学
文
学
部
史
学
科

教
員

・
学
生
お
よ
び
入
会
希
望
者
を
も

っ
て
構
成
す
る
。

第
六
条

(会
費
)

本
会
の
会
員
は
、
下
記
の
会
費
を
納
入
す
る
。

会
費

の
変
更
は
、
総
会
に
お
い
て
決
定
す
る
。

教
員
会
員

学
生
会
員

そ
の
他

第
七
条

(役
員
)

会

長

副
会
長

年
額

二
、
○
○
○
円

年
額

一
、
○
○
○
円

年
額

一
、
○
○
○
円

本
会
に
下
記
の
役
員
を
お
く
。

一
名

一
名

監

事

二
名

委

員

若
干
名

第
八
条

(役
員

の
選
出
)

会
長
は
、
奈
良
大
学
文
学
部
史
学
科

主
任
教
授
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

そ
の
他

の
役
員
は
会
長
が
委
嘱
す
る
。

第
九
条

(役
員

の
職
務
)

会
長
は
、
本
会
を
代
表
し
会
務
を
総

括
す
る
。

副
会
長
は
、
会
長
を
輔
佐
し
、
会
長
事
故

あ
る
と
き
は
こ
れ
に

代
る
。

監
事
は
、
会
計
監
査
を
担
当
す
る
。

委
員
は
、
運
営

・
会
計

・
庶
務
な
ど
の
会
務
を
分
担
す
る
。

第

一
〇
条

(役
員
の
任
期
)

役
員
の
任
務

は
、

一
年
と
す
る
。

但
し
重
任
を
妨
げ
な
い
。

第

=

条

(総
会
)

総
会
は
、
年

一
回
開
催
し
、
会
務
報
告
を

行
な
う
。

第

=

一条

(経
費
)

本
会
の
経
費
は
、
会
費

・
補
助
金
お
よ
び

そ
の
他
の
収
入
を
も

っ
て
こ
れ
に
あ
て
る
。

第

=
二
条

(会
計
年
度
)

本
会
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
四
月

一

日
か
ら
始
ま
り
翌
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
と
す
る
。

第

一
四
条

(会
則
変
更
)

本
会
の
会
則
の
変
更
は
総
会

の
議
決

に
よ
る
。

附
記

こ
の
会
則
は
昭
和
五
十
八
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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